
船舶インシデント調査報告書 

平成３１年１月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（燃料供給不能） 

発生日時 平成３０年８月４日 １６時３０分ごろ 

発生場所 鹿児島県肝付
きもつき

町観音埼南東方沖 

 火埼灯台から真方位２２１°１０.７海里付近 

 （概位 北緯３１°０８.８′ 東経１３０°５９.７′） 

インシデントの概要  プレジャーボートドリームⅡは、南西進中、主機が停止し、運航不

能となった。 

インシデント調査の経過 平成３０年８月８日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート ドリームⅡ、５.８トン 

 ２４３－２３６３５東京、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：波向 北東、波高 約０.５ｍ 

 インシデントの経過等 本船は、船長が１人で乗り組み、回航の目的で、鹿児島県枕崎市枕

崎港に向けて高知県土佐清水市清水港を出港し、主機回転数毎分約

１,７００とし、約１６ノットの対地速力で観音埼南東方沖を南西進

中、主機回転数が低下して主機が停止した。 

本船は、船長が、燃料の一次こし器のバイパス配管を使用して主機

を始動したが、クラッチを入れたところ主機が停止したので航行を断

念し、１７時００分ごろ海上保安庁に救助を要請し、巡視艇にえい
．．

航

されて肝付町内之浦港に入港した。 

 本船は、入港後、機関修理会社が点検したところ、燃料こし器３個

全てに閉塞が認められ、それらが交換された。 

 

 本船は、平成３０年６月に中古で購入され、船底の塗装及びプロペ

ラ曲損の修理が行われた後、最初の航海であった。 

 主機の燃料配管系統は、燃料タンクから一次の金網式こし器、二次

の２個のカートリッジ式こし器を通って主機に燃料が供給されるよう

になっていた。 

 船長は、前の船舶所有者から、平成２８年１１月に燃料こし器を取

り替えた後、あまり本船を使用していないと聞いていたので、燃料こ

し器が閉塞するとは思っていなかった。 

分析  本船は、観音埼南東方沖を南西進中、主機の燃料こし器が閉塞した



したことから、主機への燃料の供給が途絶えて主機の運転ができなく

なり、運航不能となったものと考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、観音埼南東方沖を南西進中、主機の燃

料こし器が閉塞したため、主機への燃料の供給が途絶えて主機の運転

ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・燃料こし器は、定期的に開放掃除を行うとともに、使用していな

い期間が長い場合には、発航前に点検及び掃除を行うこと。 

 


